
１．取消しするする権利

●農地中間管理権の設定及び賃借権又は使用貸借による権利

権利を設定する者 権利の設定を受ける者 権利を設定する土地 権利の設定内容

氏名又は名称 住所又は所在地 氏名又は名称 住所又は所在地 所在及び地番 現況地目
契約面積

（㎡）
権利の種類 始期 終期

940 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字五斗
蒔10

田 1,996.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

941 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
65

田 967.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

942 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
66-1

田 978.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

943 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
67-1

田 972.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

944 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
68

田 1,049.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

945 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
69

田 540.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

946 辺見　良雄 福島県白河市
株式会社　吉野家
ファーム福島

福島県白河市
白河市東釜子字柳町
70

田 312.00 賃借権 R7.3.26 R16.12.31

番号

公告

   農地中間管理事業の推進に関する法律  （平成２５年法律第１０１号） 第１８条第１項の規定により、令和７年３月２５日に認可した農用地利用集積等促進計画

のうち、次の計画について取り消した。

　　令和７年６月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                白河市長　　鈴　木　和　夫
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